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熱中症を引き起こし３つの要因
☆環 境
気温が高い、湿度が高い、日差しが強いなど

☆からだ
高齢者や乳幼児、持病がある、睡眠不足、体調不良

☆行 動
激しい運動、長時間の屋外作業など
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熱中症の
起こり方



熱中症発生状況
•過去５年間（2019～2023年）
業種別の熱中症による死傷者をみると、建設業が最も多く、

次いで製造業で多く発生しており、全体の約５割がこれらの
業種で発生

•熱中症は６月から９月にかけて多く発生し、死亡災害では
７月と８月に多く発生している。

発生時刻は、午後２時台から午後４時台までに多
発しているが、朝９時台の作業開始後からも発生しており、
必ずしも日中に限らず、朝・夕刻でも発生しているので注意



職場における熱中症による死傷者数の推移

横ばい



7月 8月

熱中症による月別死傷者数(2022～2024年)



熱中症による死傷者数の時間帯別の状況(人)



熱中症による救急搬送状況(R6.4.29～10.6)

７月から８月の
期間に多く発生



熱中症による救急搬送状況(令和6年度)
（都道府県別）福岡県（６番目）
❶東京❷大阪❸愛知❹埼玉❺兵庫❻福岡



作業管理ポイント（重要ポイント）
(1) 作業時間の短縮

休憩時間の確保休憩は1時間から２時間に1回とるように指示し、作業員の休憩時間を
通常期より長く確保など

携帯型WBGT値計測器を現場職長が携帯し、測定値が厳重警戒値に達した場合は作業を
休止し休憩、出勤時刻の前倒し（早出・早帰り）

新規雇用者等作業環境への順化ができていない作業者には、作業時間や作業内容を周
知するなどの教育訓練を行う

(2) 水分塩分の補給

自覚症状以上に脱水状態が進行していることもあるので、自覚症状の有無にかかわら
ず、作業前後の水分の摂取及び作業中の定期的な接種を指導することが大切

作業前後及び作業中に水分補給が行えるように、保水液を常備しておく。

(3) 通気性の良い服装

熱中症予防には、熱を吸収しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用



健康管理(重要ポイント)

工 事 名

工   期

現場責任者

記 入 者

工事日時

       天 候　　

       気 温

氏　名 睡眠 朝食 体調 二日酔い その他異常

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

作業員チェックリスト（〇か×）　※異常のある方は作業中止

暑さ指数(WBGT)計測値
31以上:危険

28以上31未満:厳重注意
25以上28未満:警戒

※暑さ指数が28を超えると熱中症リスクが高まります。

　　晴れ　　　　晴れ曇り　　　　曇り　　　　雨

作業現場熱中症チェックシート日誌

気象庁発表（　　　　　℃）　　現場気温実測値（　　　　　　℃）

　　令和　　　年　　　月　　　日 （　　　　）

自 令和　　年　　月　　日～至 令和　　年　　月　　日

作業現場熱中症チェックシート
日誌などの活用

労働安全衛生では労働者の健康
状態を確認できるような工夫を
求めている



労働安全衛生規則
612条の2 新規改正

（令和７年６月１日施行）



労働安全衛生規則 第６１２条の２
（熱中症を生ずるおそれのある作業）
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ず

るおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者
が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が
生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にそ
の旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該
体制を周知させなければならない。
２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生
ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該
作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受け
させることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内
容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当
該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

熱中症予防管理者に選任



罰 則
• 改正規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局
長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令等を受けるおそ
れがあります（法98条）

• 作業の全部または一部の停止

• 建設物等の全部または一部の使用の停止または変更

• その他労働災害を防止するため必要な事項

• また、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑また
は50万円以下の罰金」に処されるほか（法119条1号）、法人に対して
も「50万円以下の罰金」が科されます（労働安全衛生法122条）

～罰則適用による影響～工事中止･工事評定の減点



熱中症予防管理者の設置検討
事業場において、熱中症予防対策をきちんと行うため、

責任体制を確立することが大切

労働衛生教育を受けた者など、熱中症について十分な
知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任

※熱中症予防管理者講習受講(修了証発行)

熱中症予防管理者は、実際に現場で熱中症予防対策を
行う作業管理者などに対し、実施すべき対策のポイント
などを指示

熱中症予防管理者と現場作業者が連携して対応するこ
とが、適正な熱中症予防対策につながる



検証まとめ
～管工事における６つの熱中症対策～

❶水分補給と塩分補給（熱中症発生時間の１１時・１４時又は１５時に補給が有効）

❷体調管理（健康管理シートの活用）

（高齢者・持病のある方・睡眠不足や疲労体調不良な方）

❸作業環境の改善

７月から８月の作業環境（暑さ指数を踏まえ週休２日の導入の検討(週中日有効)）

❹作業者の管理（作業現場熱中症チェックシートの活用、熱中症予防管理者の選任）

❺休憩場所の設置

❻暑さ対策(特に、高齢者や持病持ちの方は要注意)

❼熱中症対策グッズの使用（一時急冷装置導入・保冷庫・通気性作業服など）

❽暑さ指数 (WBGT) の日常管理

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f6cca34658589e97042b2df91be531be527718b8090a1e746a8b26591559f981JmltdHM9MTczNTUxNjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3d33abc7-43e4-648a-253b-bbf8422a65bc&psq=%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e3%81%a85%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%af%be%e7%ad%96&u=a1aHR0cHM6Ly8zcnJyLWJ0b2IuanAvYXJjaGl2ZXMvY29sdW1uL3NhZmV0eS8yMjQ2Mw&ntb=1


熱中症対策の取りまとめ
❶熱中症（死亡事故）発生時刻帯は、午後２時台から午後４時台までに多発しているが、
朝９時台の作業開始後からも発生

❷必ずしも日中に限らず、朝・夕刻、夜でも発生している現状

❸国土交通省・厚生労働省では、建設業などの請負者に対し、熱中症対策の周知徹底を
呼び掛けている。

❹当組合では、今年の３５℃を超える猛暑継続の状況を踏まえ、熱中症対策を講じてき
たが、来年以降も３５℃を超える猛暑が継続することを危惧

❺このような状況を踏まえ、当組合では、工事発注者である福岡市水道局へ熱中症対策
の要望書を提出し、夏場の７月から９月の期間は、暑さが和らぐ夜間工事を優先的に発
注を強く要望している

❻労働安全衛生規則の改正により、事業者の熱中症対策が義務化されたことにより、な
お一層の対策が必要

❼この改正は罰則規定があり、労基署の立ち入り検査によっては工事中止、指導など

を受けることを重視する必要（罰則適用による影響【工事評定減点･指名停止】）



提案事項
① 夏場（7月～8月）期間は、年間発注計画を見直し夜間工事優先発注

また、この期間での夜間工事発注を依頼【依頼済】

① 作業従事者の健康管理

「作業現場熱中症チェックシート日誌･健康管理チェックシート」の活用）

④ 高齢者･持病のある者･睡眠不足や疲れがある者、作業環境（昼間⇒夜
間）変化について、作業従事者の安全衛生に関わる教育実施

（熱中症対策と健康管理）の徹底

⑤ 夏場７月～８月の期間は、週休２日制導入の検討（若い方の働き方改革）

週の中日と日曜休の導入が理想（暑さ指数の管理）⇒工期見直し検討要望

⑥ 作業環境の整備（休憩場所、特に休憩時間・水分塩分補給など）

⑦ 熱中症予防管理者の選任（職長の作業員監視の徹底）【緊急時の体制】
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作業員チェックリスト（〇か×）　※異常のある方は作業中止

暑さ指数(WBGT)計測値
31以上:危険

28以上31未満:厳重注意
25以上28未満:警戒

※暑さ指数が28を超えると熱中症リスクが高まります。
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作業現場熱中症チェックシート日誌

気象庁発表（　　　　　℃）　　現場気温実測値（　　　　　　℃）

　　令和　　　年　　　月　　　日 （　　　　）

自 令和　　年　　月　　日～至 令和　　年　　月　　日

作業現場熱中症チェック日誌



日本気象協会３ヶ月予報
(７月平年より高い５０%)



各事業者に即した
熱中症対策を

講じてください！


